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令和８管理年度（令和８年４月～令和９年３月）みなみまぐろ 

の漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分等について（案） 

令和８年２月 

水 産 庁 

１． ＣＣＳＢＴにおける我が国配分量 

 我が国遠洋まぐろはえ縄漁船が漁獲対象とするみなみまぐろについて

は、みなみまぐろ保存委員会（ＣＣＳＢＴ）によって、資源評価、漁獲可

能量の設定、関係国への配分量等が決定されている。 

令和５年に開催されたＣＣＳＢＴ年次会合において、令和６～８年にお

ける我が国への配分量は、年間 7,247 トン（7,295 トン - 他国への移譲 48

トン）（別紙）とすることが合意されている。

２． 令和８管理年度のＴＡＣ設定 

（１） 令和８管理年度のＴＡＣ

我が国への配分数量（7,247 トン）に、令和７管理年度から令和８年度

への繰越可能な数量※608 トンを加えた数量 7,855 トンを、令和８管理年

度のＴＡＣとする。 
※ＣＣＳＢＴでは、国別配分量の最大 20％について未利用分を繰り越すことが可能。
現時点では、一部漁船が操業中であり、令和７管理年度（令和７年４月～令和８
年３月末）の未利用分が確定しないため、昨年 12 月末までの確定漁獲量に加え、
令和８年１月～３月末までの推定漁獲量及び推定放流・投棄量に基づき、繰越可
能な数量を算出。

（２） 大臣管理区分への配分及び留保

資源管理基本方針別紙２－３の第６に基づく放流･投棄分に相当する国

の留保を 170 トン※とし、これを（１）のＴＡＣから差し引いた 7,685 ト

ンを大臣管理漁獲可能量とする。

※令和５～７年管理度における年間の放流･投棄分推定量の最大値（155 トン）を

踏まえて設定。 

〔配分総括表〕 

ＣＣＳＢＴ 

国別配分 
繰越※ 

漁獲可能量 

（ＴＡＣ） 
留保 

大臣管理 

漁獲可能量 

令和５管理年度 6,197 479 6,676 109 6,567 

令和６管理年度 7,247 273 7,520 250 7,270 

令和７管理年度 7,247 954 8,201 200 8,001 

令和８管理年度（案） 7,247 608 7,855 170 7,685 

※ 各管理年度のＴＡＣ設定時における推定量。
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（別紙）令和５年の年次会合で合意された国別配分 

2024-2026 年 

（令和６～８年） 

（参考） 

2021-2023 年 

（令和３～５年） 

日本 7,295ｔ※１ 6,245ｔ※１ 

豪州 7,295ｔ 6,245ｔ※２ 

韓国 1,468ｔ 1,257ｔ 

台湾 1,468ｔ 1,257ｔ 

ＮＺ 1,288ｔ 1,102ｔ 

インドネシア 1,315ｔ 1,095ｔ 

南アフリカ 500ｔ 428ｔ 

ＥＵ 13ｔ 11ｔ 

調査漁獲枠 6ｔ 6ｔ 

合計 20,647ｔ 17,647ｔ 

※１：我が国から、インドネシアに 21 トン、南アフリカに 27 トンが毎年移譲。

※２：2021 年－2023 年、豪州からインドネシアに７トンが毎年移譲。
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【参考】ミナミマグロの資源の状況等 

2023 年に資源評価モデルにより推定されたミナミマグロの加入量（上段）及び

親魚資源量（下段） 

注：太線は中央値、影部は 80％確率区間点。縦の点線は 2022 年（現状）を示す。2023 年以

降は管理方式を用いてＴＡＣ設定を続けた場合の予測値。 

（国立研究開発法人水産研究・教育機構「令和６年度国際漁業資源の現況」より抜粋） 
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